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都市公園法運用指針の改正 新旧対照表 

 

改正案 現行 

 

１．都市公園の設置基準について（法第３条関係） 

（略） 

 

２．都市公園の管理基準について(法第３条の２関係） 

 

（１）趣旨 

 都市公園の整備が進む一方で、施設の老朽化が進行する中、予

防保全型の効率的な維持管理を徹底することにより、財政負担

を軽減しつつ、老朽化に起因する事故の予防に努めることが必

要である。 

 このため、平成２９年の法改正により、新たに第３条の２の規

定を新設し、都市公園の管理基準に係る規定を追加し、公園管理

者による適切な管理の実施を制度上担保することとした。具体

的には、都市公園の管理は、施行令第１０条に定める都市公園の

点検等に係る技術的基準に適合するように行うこととするとと

もに、緑の基本計画に都市公園の管理の方針が定められたとき

は、地方公共団体は、当該計画に即して都市公園を管理するよう

努めることとしている。なお、法第３条第１項に定める都市公園

の配置及び規模に関する基準は参酌基準とされているが、管理

基準については、公園施設の老朽化・安全対策は全国一律に最低

限確保されるべきことから、参酌基準とはしていない。 

  

 

１．都市公園の設置基準について（法第３条関係） 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 
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改正案 現行 

（２）運用に当たっての基本的な考え方 

 予防保全型の維持管理を行う上では、公園の点検を適正に行

うとともに、点検結果に基づき効率的な修繕等を行うことが重

要である。都市公園における事故は老朽化した遊戯施設等の利

用により発生することが多いことから、施行規則第３条の２の

規定において、遊戯施設等について、年に一回の頻度を基本とし

て点検を行うこととしている。遊戯施設等以外については、公園

施設のうち老朽化が利用者の事故につながることが想定される

ものを、公園管理者が適正に判断する必要がある。当該点検は、

公園管理者が必要に応じて専門技術者と協力して行う定期点検

であり、公園管理者は、公園の利用状況や施設の設置状況を踏ま

え、年に複数回実施することを含め、点検の頻度を適正に決定す

る必要がある。また、公園管理者は、点検結果や修繕履歴の整理

を適正に実施し、その記録を保存し、計画的な施設の更新を行う

ことにより、公園施設のライフサイクルコストの低減に努める

ことが望ましい。 

 なお、緑の基本計画に地方公共団体の都市公園の管理に関す

る事項が定められている場合、当該市町村の区域においては、都

道府県が設置した都市公園の管理についても、当該基本計画に

即して管理を行うよう努める必要がある。 

 

 

３．公園施設の設置基準について(法第４条関係） 

３－１ 公園施設の建蔽率基準について（法第４条、施行令第６条

関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．公園施設の設置基準について(法第４条関係） 

２－１ 公園施設の建蔽率基準について（法第４条、施行令第６条

関係） 
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改正案 現行 

（略） 

３－２ 運動施設の敷地面積に関する制限について（施行令第８条

第１項関係） 

  （略） 

 

４．公園管理者以外の者の公園施設の設置等について（法第５条関

係） 

（略） 

 

５．公募設置管理制度（法第５条の２から第５条の９関係） 

 （略） 

 

６．保育所等社会福祉施設による都市公園の占用について（法第７

条関係） 

 （略） 

 

７．都市公園の保存規定について（法第１６条関係） 

（略） 

 

８．立体都市公園について（法第３章関係） 

８－１．立体都市公園制度について 

（略） 

８－２．公園一体建物制度について 

（略） 

８－３．公園保全立体区域制度について 

（略） 

２－２ 運動施設の敷地面積に関する制限について（施行令第８条

第１項関係） 

  （略） 

 

３．公園管理者以外の者の公園施設の設置等について（法第５条関

係） 

 （略） 

 

４．公募設置管理制度（法第５条の２から第５条の９関係） 

（略） 

 

５．保育所等社会福祉施設による都市公園の占用について（法第７

条関係） 

（略） 

 

６．都市公園の保存規定について（法第１６条関係） 

（略） 

   

７．立体都市公園について（法第３章関係） 

７－１．立体都市公園制度について 

（略） 

７－２．公園一体建物制度について 

（略） 

７－３．公園保全立体区域制度について 
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改正案 現行 

（略） 

 

９．協議会（法第１７条の２関係） 

（略） 

 

１０．監督（法第４章関係） 

（略） 

 

１１．条例による公園施設の追加について（施行令第４条関係） 

（略） 

 

１２．占用物件に係る制限について（施行令第１２条関係） 

（略） 

  

（略） 

 

８．協議会（法第１７条の２関係） 

（略）   

 

９．監督（法第４章関係） 

（略） 

 

１０．条例による公園施設の追加について（施行令第４条関係） 

（略） 

 

１１．占用物件に係る制限について（施行令第１２条関係） 

（略） 

 

 


